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自己株式の取得状況および取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ 

（会社法第 459条 1 項の規定による定款の定めに基づく取締役会決議による自己株式の取得 

および会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却） 

 

オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：井上 亮）は、2020 年 11 月 2 日開催の取

締役会において決議しました、会社法第 459条 1項の規定による定款の定めに基づく自己株式

の取得状況について、下記のとおりお知らせします。 

なお、今回の取得をもちまして、2020年 11月 2日開催の取締役会決議に基づく自己株式の

取得は終了しました。 

また、会社法第 178条の規定に基づく自己株式の消却につきまして、消却する株式の数が確

定しましたので、併せてお知らせします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得状況 

 （1）取得した株式の種類 ：当社普通株式 

 （2）取得した株式の総数 ：3,130,100株 

 （3）株式の取得価額の総額 ：5,280,520,400円 

 （4）取得期間   ：2021年 1月 1日～2021年 1月 8日 

 （5）取得方法   ：自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付 

 

（ご参考） 

2020年 11月 2日開催の取締役会における決議内容 

（1）取得する株式の種類 ：当社普通株式 

（2）取得する株式の総数 ：5,000万株を上限とする 

             （発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合約 4.0％） 

（3）株式の取得価額の総額 ：442億円を上限とする 

（4）取得期間   ：2020年 11月 9日～2021年 3月 31日 

（5）取得方法   ：自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付 



上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計（2021年 1月 8日現在） 

（1）取得した株式の総数 ：28,230,500株 

（2）株式の取得価額の総額 ：44,199,883,050円 

 

２．自己株式の消却 

 （1）消却する株式の種類 ：当社普通株式 

 （2）消却する株式の数  ：28,230,500株 

 （3）消却予定日  ：2021年 1月 29日 

 

（ご参考） 

自己株式消却の方針 

 当社では、2019 年 10 月 28 日開催の取締役会において、保有する自己株式の総数の上限

を、発行済株式総数の 5％程度を目安とし、それを超える数の株式は、原則として消却するこ

とを方針とする旨決議しました。 

以上 

＜株主・投資家からのお問い合わせ先＞ 

ＩＲ・サステナビリティ推進部ＩＲチーム TEL：03-3435-3121 

 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

グループ広報・渉外部 広報チーム TEL：03-3435-3167 

 


